
 

   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則（平

成１８年規則第１５号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）、障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成１８年政令第１０

号。以下「政令」という。）及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律施行規則（平成１８年厚生労働省令第１９号。次条において

「省令」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用

語の例による。 

（介護給付費等及び地域相談支援給付費の支給の申請） 

第３条 法第２０条第１項又は第５１条の６第１項の規定により法第１９条第

１項に規定する介護給付費等の支給決定又は法第５１条の５第１項に規定す

る地域相談支援給付費の支給の決定を受けようとする障害者又は障害児の保

護者（以下「申請者」という。）は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者

特別給付費 地域相談支援給付費 支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申

請書（別記様式第１号）及び世帯状況・収入等申告書（別記様式第２号）に町

長が必要と認める書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、当

該添付書類の内容を町が保有する公簿等で確認することができる場合は、この

限りでない。 

２ 町長は、前項の規定による申請があったときは、サービス等利用計画案・障

害児支援利用計画案提出依頼書（別記様式第３号）を当該申請者に送付するも

のとする。 

３ サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書の送付を受けた



 

申請者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。 

⑴ サービス等利用計画案 

⑵ サービス等利用計画案（週間） 

⑶ 申請者の現状（基本情報） 

⑷ 申請者の現状（基本情報）（週間） 

⑸ 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書（別記様式第４号） 

⑹ 計画相談支援・障害児相談支援依頼（変更）届出書（別記様式第５号） 

（障害支援区分の認定通知等） 

第４条 町長は、法第２１条第１項の規定により障害支援区分の認定を行った

ときは、障害支援区分認定通知書（別記様式第６号）により当該申請者に通知

するものとする。 

２ 町長は、障害支援区分の認定を受けた者が転出を予定している場合は、必要

に応じて障害支援区分認定証明書（別記様式第７号）により障害支援区分等を

証明することができる。 

（支給決定及び地域相談支援給付決定） 

第５条 町長は、法第２２条第１項の規定により介護給付費等の支給を決定し

たとき又は法第５１条の７第１項の規定により地域相談支援給付費等の支給

を決定したときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養

介護医療費 地域相談支援給付費 支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除

等決定通知書（別記様式第８号）により当該申請者に通知するとともに、障害

福祉サービス受給者証（別記様式第９号）又は地域相談支援受給者証（別記様

式第１０号）（以下これらを「受給者証」という。）を交付するものとする。 

２ 町長は、法第２２条第１項又は法第５１条の７第１項の規定により介護給

付費等又は地域相談支援給付費等を支給しない旨を決定したときは、却下決定

通知書（別記様式第１１号）により当該申請者に通知するものとする。 

（支給決定の変更の申請） 

第６条 支給決定障害者等は、当該支給決定の変更を受けようとするときは、介



 

護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 支

給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書（別記様式第１２号）に、

モニタリング報告書（継続サービス利用支援）、継続サービス等利用計画（週

間計画）及び受給者証を添付して町長に申請しなければならない。 

２ 利用者負担額の減額又は免除の変更決定を受けようとする支給決定障害者

等は、介護給付費 訓練等給付費 地域相談支援給付費 特定障害者特別給付

費 支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書及び世帯状況・収

入申告書に町長が必要と認める書類を添付して町長に申請しなければならな

い。ただし、当該添付書類の内容を町が保有する公簿等で確認することができ

る場合は、この限りでない。 

３ 町長は、第１項の規定による申請があったときは、サービス等利用計画案・

障害児支援利用計画案提出依頼書を当該申請者に送付するものとする。 

４ サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書の送付を受けた

申請者は、サービス等利用計画案、サービス等利用計画案（週間）、計画相談

支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書及び計画相談支援・障害児相談

支援依頼（変更）届出書を町長に提出しなければならない。 

（支給決定に対する変更の決定） 

第７条 町長は、法第２４条第２項の規定により支給決定障害者等の支給決定

を変更する旨を決定したときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別

給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費 支給変更決定通知書兼利用

者負担額減額・免除等変更決定通知書（別記様式第１３号）により当該申請者

に通知するとともに、当該決定に係る事項を記載した受給者証を交付するもの

とする。 

２ 町長は、法第２４条第２項の規定により支給決定障害者等の支給決定を変

更しない旨を決定したときは、却下決定通知書により当該申請者に通知するも

のとする。 

３ 町長は、法第２４条第４項の規定により障害支援区分の変更の認定を行っ



 

たときは、障害支援区分変更認定通知書（別記様式第１４号）により当該申請

者に通知するものとする。 

（特例介護給付費、特例訓練等給付費及び特例地域相談支援給付費の申請） 

第８条 法第３０条第１項、第３５条第１項又は第５１条の１５第１項の規定

により特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給

を受けようとする者は、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者

特別給付費 特例地域相談支援給付費 支給申請書（別記様式第１５号）に、

同一の月に受けた指定障害福祉サービス等（基準該当障害福祉サービスを含

む。）に要した費用の領収書及び指定障害福祉サービス事業者が発行するサー

ビス提供証明書を添付して町長に申請しなければならない。ただし、特例地域

相談支援給付費の申請にはこれらの書類の添付を要しない。 

（特例介護給付費、特例訓練等給付費及び特例地域相談支援給付費の支給決定

等） 

第９条 町長は、特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付

費の支給又は不支給を決定したときは、特例介護給付費 特例訓練等給付費 

特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 支給（不支給）決定通

知書（別記様式第１６号）により当該申請者に通知するものとする。 

２ 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第３０条第３項の規定に

よりその基準とされる額とし、特例地域相談支援給付費の額は、法第５１条の

１５第２項の規定によりその基準とされる額とする。 

 （申請内容の変更届出） 

第１０条 支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者は、決定の有効

期間内において、受給者証の記載事項を変更した時は、申請内容変更届出書（別

記様式第１７号）により町長に届け出なければならない。 

（受給者証の再交付の申請） 

第１１条 受給者証の交付を受けている支給決定障害者等又は地域相談支援給

付決定障害者が当該受給者証の紛失等をした場合は、受給者証再交付申請書



 

（別記様式第１８号）により町長に申請しなければならない。 

（計画相談支援給付費の支給申請等） 

第１２条 法第５１条の１７の規定により計画相談支援給付費の支給を受けよ

うとする者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書及び計

画相談支援・障害児相談支援依頼（変更）届出書にサービス等利用計画案及び

サービス等利用計画案（週間）を添付して町長に申請しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、支給又は不

支給を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給（却

下）通知書（別記様式第１９号）により当該申請者に通知するとともに、当該

決定に係る事項を記載した受給者証を交付するものとする。 

（指定特定相談支援事業所の変更） 

第１３条 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給（却下）通知書を受

けた支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者は、指定特定相談支援

事業所を変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼（変更）届出書

に受給者証を添付して町長に届け出なければならない。 

２ 町長は、前項の規定による届出があったときは、受給者証の指定特定相談支

援事業所を変更し、届出をした者に交付するものとする。 

（モニタリング期間の変更） 

第１４条 町長は、継続サービス利用支援のモニタリング期間を変更するとき

は、モニタリング期間変更通知書（別記様式第２０号）により当該計画相談支

援対象障害者等に通知するものとする。 

（計画相談支援給付費の支給決定の取消しの通知） 

第１５条 町長は、第１２条第２項の支給決定の取消しを行ったときは、計画相

談支援給付費・障害児相談支援給付費 支給取消通知書（別記様式第２１号）

により当該計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。 

（高額障害福祉サービス費等の支給申請等） 

第１６条 高額障害福祉サービス費等の支給を受けようとする支給決定障害者



 

等は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書（別記様式第２２号）により

町長に申請しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、支給又は不

支給を決定をしたときは、高額障害福祉サービス費支給（不支給）決定通知書

（別記様式第２３号）により当該申請者に通知するものとする。 

（特定障害者特別給付費の支給の申請等） 

第１７条 法第３４条の規定により特定障害者特別給付費の支給を受けようと

する特定障害者は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養

介護医療費 地域相談支援給付費 支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申

請書に町長が必要と認める書類を添付して町長に申請しなければならない。 

２ 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、支給する旨を決定した

ときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給

付費 支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により当該申請

者に通知するものとする。 

３ 町長は、特定障害者特別給付費を支給しない旨を決定したときは、却下決定

通知書により当該申請者に通知するものとする。 

（特定障害者特別給付費の変更申請等） 

第１８条 特定障害者は、前条第１項の規定により提出した申請書の内容に変

更があったときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域

相談支援給付費 支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書に受

給者証を添付して町長に申請しなければならない。 

２ 町長は、特定障害者特別給付費の支給決定を変更する旨を決定したときは、

介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域

相談支援給付費 支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通

知書により当該申請者に通知するものとする。 

３ 町長は、特定障害者特別給付費の支給決定を変更しない旨を決定したとき

は、却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。 



 

（特例特定障害者特別給付費の支給の申請等） 

第１９条 法第３５条の規定により特例特定障害者特別給付費の支給を受けよ

うとする特定障害者は、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者

特別給付費 特例地域相談支援給付費 支給申請書により町長に申請しなけ

ればならない。 

２ 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、支給又は不支給を決定

したときは、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 

特例地域相談支援給付費 支給（不支給）決定通知書により当該申請者に通知

するものとする。 

３ 特例特定障害者特別給付費の額は、政令第２１条の３の規定により算出し

た額とする。 

（自立支援医療費の支給認定の申請） 

第２０条 法第５３条第１項の規定により自立支援医療費の支給を受けようと

する障害者は、自立支援医療費（育成・更生）支給認定申請書（新規・再認定・

変更）（別記様式第２４号）に、町長が必要と認める書類を添付して町長に申

請しなければならない。ただし、当該添付書類の内容を町が保有する公簿等で

確認することができる場合は、この限りでない。 

（自立支援医療費の支給認定の通知等） 

第２１条 町長は、法第５４条第１項の規定により自立支援医療費を支給認定

したときは、自立支援医療受給者証（育成・更生）（別記様式第２５号。以下

「医療受給者証」という。）を当該申請者に交付するものとする。 

２ 町長は、自立支援医療費を支給認定しない旨を決定したときは、自立支援医

療費支給申請却下通知書（別記様式第２６号）により当該申請者に通知するも

のとする。 

（支給認定に対する変更の申請） 

第２２条 支給認定障害者等は、当該支給認定の変更を受けようとするときは、

自立支援医療費（育成・更生）支給認定申請書（新規・再認定・変更）に医療



 

受給者証を添付して町長に申請しなければならない。 

（支給認定に対する変更の決定の通知等） 

第２３条 町長は、法第５６条第２項の規定により支給認定障害者等の支給認

定を変更する旨を決定したときは、医療受給者証に当該認定に係る事項を記載

して、当該申請者に交付するものとする。 

２ 町長は、支給認定障害者等の支給認定を変更しない旨を決定したときは、却

下通知書により当該申請者に通知するものとする。 

（申請内容の変更届出） 

第２４条 支給認定障害者等は、支給認定の有効期間内において医療受給者証

の記載事項を変更したときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届（育成・

更生）（別記様式第２７号）により町長に届け出なければならない。 

 （療養介護医療費の支給等） 

第２５条 町長は、法第７０条の規定により療養介護の支給決定障害者に療養

介護医療受給者証（別記様式第２８号）を交付し、療養介護医療費を支給する

ものとする。 

（補装具費の支給の申請等） 

第２６条 法第７６条第１項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費（購

入・借受け・修理）支給申請書（別記様式第２９号）によるものとする。 

２ 町長は、前項の申請があったときは、調査書（別記様式第３０号）を作成す

るとともに、必要に応じ身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第９

条第７項及び第８項に規定する身体障害者更生相談所の助言及び判定を求め

るものとする。 

（補装具費の支給の決定等） 

第２７条 町長は、前条第１項の規定により補装具費の支給を決定したときは、

補装具費支給決定通知書（別記様式第３１号）により当該申請者に通知すると

ともに、補装具費支給券（別記様式第３２号。次条において「支給券」という。）

を交付するものとする。 



 

２ 町長は、前条第１項の規定により補装具費を支給しない旨を決定したとき

は、却下決定通知書（別記様式第３３号）により当該申請者に通知するものと

する。 

（補装具の購入又は修理又は借受け） 

第２８条 前条第１項の規定により補装具費の支給の決定を受けた者は、補装

具の製作、修理又は貸付を業とする者に支給券を提示し、契約を締結の上、補

装具を購入、修理又は借受けをするものとする。 

（委任） 

第２９条 この規則に定めるもののほか、自立支援給付について必要な事項は、

町長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


